
平成 23年 第 2回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時    平成 23 年 2 月 23 日（水）   午後 1 時 40 分開会 

 

午 後 3 時 43 分 閉 会 

 

開催場所    摂津市役所中会議室 

 

付議事件 

議案番号 件       名 審議結果 

8 校長退職内申の件 承認 

9 校長採用内申の件 承認 

10 校長配置換内申の件 承認 

11 教頭退職内申の件 承認 

12 教頭採用内申の件 承認 

13 教頭異動内申の件 承認 

14 教頭配置換内申の件 承認 

15 市籍指導主事等退職内申の件 承認 

16 市籍指導主事等割愛内申の件 承認 

17 本市公立学校教職員の服務上の措置の件 承認 

18 教育委員会事務局職員の任免の件 承認 

19 平成 23年度歳入歳出予算教育費原案承認の件 承認 

20 摂津市文化財保護審議会への諮問の件 承認 
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教育研究所長 

 

生涯学習スポーツ課長 

 

青尐年課長 

 

ただいまから、平成 23 年第 2 回教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日の署名委員は溝口委員長職務代理者です。よろしくお願い

いたします。 

それでは議案審議に入る前に、議事進行についてお諮りいたしま

す。 

本日の付議事件、議案第 8 号から議案第 18 号につきましては、

教育委員会の人事に関わる案件であり、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第 13 条第 6 項の規定によりまして、秘密会と

させていただき、関係部課長の出席を求め審議し、その後、議案第

19号から順次審議したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

異議なしという事ですので、秘密会とします。暫時休憩といたし

ます。 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

再開します。議案第 19 号「平成 23年度歳入歳出予算教育費原案

承認の件」を上程いたします総務課長から説明をお願いします。 

 

議案第 19号「平成 23年度歳入歳出予算教育費原案承認の件」に

ついて別紙のとおり決定したいので、承認を求めるものでございま

す。 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 
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【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

何か質問等はございますか。 

 

12 月に予算概要の説明を受けたのですが、最終的には今回の資料

で決定ということでしょうか。 

 

そうです。 

 

耐震工事についてですが、別府小学校では工事を 1年ずらしたと

いうことですか。 

 

耐震工事を空けることはしたくないと思っています。2 校を同時

にするということは予算の関係もありますので、1 年先になったと

いうことです。 

 

今の率は 64.6 パーセントです。今回予算要求させていただいて

おります、第二中学校と別府小学校の体育館が残りますが、その他

の体育館につきましては全て完了しております。2 校の工事が完了

いたしましたら、文部科学省が基準としております、IS値 0.7以上

になります。 

 

学校教育相談員配置理由は、12月のときにも聞いておりますが、

一般財源、いわゆる税金で新規にしようとしているわけですが、こ

の位置付けは極めて厳しいものだということが学校管理職にわか

るように、きっちり説明していただきたい。相談員配置理由、事業

内容は事務局に相談員を配置と記載ありますが、先程の課長の説明

で巡回とありました。相談者を待っているのではなく、押しかけて

いくという姿勢であってほしいと思います。まず、そもそも教職員

の指導育成は学校長、教頭に責任があります。若いということは、

いい面もあり悪いこともあります。改革という面では、若手に期待

し、育成に励んでいただいきたいと思います。6 年未満の人が 4 割

という、厳しい実態があるということですが、これをいい方にして

いただきたいと思います。先生というのは、教職の特別公務員であ

りますので、ベテランだろうが若手だろうが教職員は教職員ですの

で同じ気持ちでやっていただかなければ意味がありません。手取り

足取りしてあげるのは、学生までです。しかし、実際問題それがで
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きないから、摂津は、一般財源、つまり市民の税金で 400万を費や

すわけです。これは、本当に有効に使っていただかなければいけま

せんし、この意義を現場に浸透させなければなりません。 

 

ひとつ、よろしくお願いします。他に質問はございますか。無い

ようでしたら、議案第 19 号「平成 23年度歳入歳出予算教育費原案

承認の件」について原案どおり承認いたします。 

続きまして、議案第 20 号「摂津市文化財保護審議会への諮問の

件」を上程いたします生涯学習スポーツ課長から説明をお願いしま

す。 

 

議案第 20 号「摂津市文化財保護審議会への諮問の件」について

別紙のとおり決定したいので、承認を求めるものでございます。 

 

【以下議案書、参考資料等により説明あり】 

 

何か質問等はございますか。無いようでしたら、議案第 20号「摂

津市文化財保護審議会への諮問の件」を原案どおり承認いたしま

す。続いて報告事項にうつります。事業実施に伴う奨励援助の件に

ついて総務課長から説明をお願いします。 

 

〔事業実施に伴う奨励援助の件について報告あり〕 

 

何か質問等はございますか。無いようでしたらその他にうつりま

す。 

 

〔以下、参考資料等により、（1）平成 23 年度 1 月までの問題行動

等件数について報告あり〕 

 

何か質問等はございますか。 

 

周りで見ていた生徒ということですが、止めたくても止めたら自

分に矛先がくるのでないかという心配があるので、学校全体でとか

生徒会が中心となってなどうまくもっていけたらと思います。 

 

 いじめの関係ですが、なかなか問題は発生しても、これを解決す

るということも難しく、長い時間をかけて対応していくしかないと
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思います。例えば虐待といじめは全く違います。違うがゆえに、法

律で通報しなければならないと義務になっています。つまり、学校

や地域の文化ではできないということで、法律にまで浸透している

のです。見て見ぬふりをするということは、通報をするという文化

ができていないということです。正しいことであれば、きっちり生

徒会や教職員が教えていかなければならないと思います。1 番下の

対教師暴力についてですが、カウンセラー等の力を借りて継続的に

指導していくということですが、1 番身近に接触していく立場の担

任が指導するべきではないですか。学級担任が、どのような働きか

けをしたのか、わかりませんが、被害の程度にもよりますが、担任

が毅然とした態度を見せるべきです。担任が、ちゃんとしていれば

なくなっていくと思います。担任ではなく、カウンセラーや校長が

間に入っていくということは非常に残念なことです。どこまで担任

が対応したのか、ということも重要な部分です。 

 

 毅然とした態度であるとか、指導等はこの中学校にもあります。

今、悩んでいるのが、我々の常識を超えたキレ方や怒りがあります。

常識が通じない、突発的な暴力、我々の常識では計れないところを、

補っていただくためにスクールソーシャルワーカー等と連携しな

ければならないと思っております。その一握りの子たちのために学

校が必死になって取り組んでおります。また、学校にも指導してい

きたいと思います。 

 

ありがとうございました。では、次に移ります。 

 

〔以下、参考資料等により、（2）平成 23 年度摂津市教育方針の件

について報告あり〕 

 

〔以下、参考資料等により、（2）平成 23 年度摂津市教育方針の件

について報告あり〕 

 

何か質問等はございますか。 

 

重点事項についてなのですが、昨年度に比べて大幅に転換してい

ます。協働という言葉の基に全て置かれていると思うのですが、今

摂津市の子どもたちに協働というテーマが必要なのでしょうか。 
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事務局の考えの中で、つながりのまち摂津というように考えまし

たら学校だけでは解決しない、地域の問題でもない、家庭の問題で

もない、やはりそれぞれが協働というよりも協担と言った方がいい

のかもしれないですけれども、自分がすべきことをきちんとして課

題というものを共有化していって改めて考えようと思っておりま

す。総計も意識しまして、協働という言葉を全面的に出していきた

いと思っております。特に、学校教育でいいましたら、学校の責任

というものをきちんと果たしていきたいと思っております。 

 

学力も大切ですが、その為にもう一つ、学校が一つになるための

協働を全面的に、教育委員会として出していこうということでしょ

うか。 

 

第 4次総計が始まります。教育基本方針を議論する中で第 4次総

計を取り入れるにあたりまして、やはり市民と行政のコラボレーシ

ョンを進めていこうという視点で行っております。今年は、協働と

いうテーマの基、教育行政を行っていこうと思っております。 

 

協働の関係ですが、市の大きなテーマでもあります。協働という

のは、言うべくして簡単なことではありません。残念ながら志水先

生の講演会には出席することはできませんでしたが、本を通じて賛

同できる部分とできない部分はあります。先生の言われる「つなが

り」は学校用語で社会関係資本という表現されていますが、これは

まさに協働ということです。いうべきしてなかなか難しいと思いま

すが、学校、地域、家庭ということで、1 つ 1 つの協働が重要視さ

れています。秋田県下の学校が非常に素晴らしい成績を残していま

す。摂津市内のある中学校が非常に厳しいということは聞きます

が、志水先生の言う人間関係の繋がり、絆を深めなければ、学校現

場にも伝わらないと思います。教育方針なのですが、ただ 1点欠落

しているのは 11 ページにつきまして、教育委員会の活性化につき

ましては何 1つ記載がありません。これは、教育長先頭に 5人の委

員がしっかりしてほしいということだと思います。今までしてきた

提案、学校との交流、我々の思いをいくつか伝えることができたと

思っております。そこで、15校の協議員の方と交流を深めるとか、

議会の文教委員は 5人おられると聞いておりますので丁度いい懇談

ができるのではないかと思っております。合うだけでも大きな意味

があると思います。委員会が外にでて、取り組まないと前に進みま
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せん。申し訳ありませんが、市民の方の傍聴者はいません。以前に

市会議員が傍聴に数名来られていましたけれど、今はもう途絶えて

しまいました。協働ということ、自らするということが大事であり、

具体的には個々の委員が取り組んでいかなければなりません。た

だ、この中で私の意見をいいますと、まず未定稿の目標、これは今

までなかったことです。学力問題について国・府の平均に達するこ

とを目標とするということは当然のことです。しかし、平成 32 年

度までにと記載されていますが、10年というのは長すぎます。小学

校でも 6ヵ年、中学校は 3 ヵ年サイクルですのでこの文言を入れる

のならば、最低でも 3ヵ年というのが限度です。このような、文言

を公表することを私は賛成いたしません。もう 1 点は、先程の協働

ですが、家庭・地域との連携とありますが、学校協議会これからま

すます活躍していただけると思いますが、その一つのルールの徹底

ということが人間基礎教育の中の挨拶というのがあります。この 5

つはどれ 1つとして蔑ろにできません。しかし、いつも唱えている

ようでは、説得力がありません。これを、テーマと期限年を設定し

て各学校、全校取り組んでもらわなければなりません。見違えるよ

うな評価を得られるような成果が必要ではないかということです。

学校、摂津市が考えている基準、目標を浸透させなければなりませ

ん。子どもたちにも見せて、学ばせるということも大事なのではな

いでしょうか。このような意見の中で、1 回事務局の方で考えてい

ただければと思います。理念だけでは、なにもなりません。 

 

今、会議のあり方、人間基礎教育のあり方の提案ありました。幼

稚園、小学校、中学校では、人間基礎教育はかなり浸透しています。

しかし、私が 1番心配しているのは家庭です。子どもは家庭で挨拶

をしているのか。と心配になります。今の学校での取り組みの実態

を 1 度お示ししたいと思います。また、学力などにつきましては、

それだけに絞って改めて議論したいと思います。 

 

また、学力などにつきましては日を改めて議論したいと思います。 

 

未定稿につきましては、教育方針のあり方を分かりやすいように

と以前にご提案ありましたので、いま一度整理させていただく意味

でも、作成させていただきました。総計を意識して 32 年度までと

入れさせていただきましたので、年度を外して学校に配付したいと

思います。 
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ただ計画ができるということは当たり前のことです。結果、評価

に繋げなければならないのです。結果、評価を意識していただきた

い。 

 

他に質問はございますか。続きまして、各課事業報告及び結果報

告について、総務課長より説明をお願いします。 

 

〔各課事業予定及び結果報告について説明あり〕 

 

何か質問はありますか。無いようでしたら、これで平成 23 年 2

回定例会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


